ペルシャ湾岸諸国を巻き込む
米国・イスラエル軍事作戦によるイラン攻撃を糾弾！
国際平和を脅かす一切の軍事攻撃の即時中止を求める！
2月28日、米国・イスラエル両国のイラン軍事作戦によって首都テヘランや各都市が爆撃され多数の住民が犠牲となった。そして、イラン最高指導者ハメネイ師を殺害した。この蛮行は一部の権力者の意に反すれば他国への軍事侵略も許されるという傍若無人な暴挙である。さらにこの軍事作戦によって無辜のイラン市民の死者数は増え続け、一方的に虐殺されていることに憤りを禁じ得ない。
　一方、イランは報復攻撃を激化させイスラエルやペルシャ湾諸国など米軍基地、石油関連施設がある国に戦禍を拡大させ、中東情勢は泥沼化の様相を呈している。決して「武力による平和」など存在しないことは歴史を見れば明らかである。国際社会は傍観せず、人類の未来を見据え、恒久停戦・平和に向けあらゆる手段を駆使して報復の連鎖を断ち切るべきである。
　　今こそ高市政権には平和的解決の理念のもと、一刻も早く、戦闘を止め、話し合いによる解決の道を示す平和外交の役割をはたすことを強く求めるものである。国際社会が戦闘の渦に巻き込まれていく中で沈黙は許されない。国連憲章と日本国憲法に則り「力の論理」が国際社会の倫理と秩序を脅かし、多くの人命が奪われていく現状を放置してはならないことを強く訴える時である。
　日本国憲法前文で掲げられている「われら、いずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」という崇高な憲法のもと日本は戦後８０年、一度も他国との戦争をすることなく平和な社会を築くことができた。そして憲法９条には「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と謳い、過去の戦争を教訓とし非戦を誓い合った憲法があったからこそ、私たちは武器を持って戦争に加担することはなく、戦争によって誰一人も命を奪われることはなかった。　
　今後も９条連は日本国憲法の平和理念にもとづき世界平和を実現すべく、「戦争反対」「即時停戦」「人命を守り抜く」ため労働組合・市民の皆さんと連帯を強化し、一切の戦争及びその政策に反対していくものである。共に奮闘しよう！
２０２6年３月　６日
憲法９条―世界へ未来へ連絡会（9条連）
